
マリンネット

第３７７号 編集：令和７年１月２０日［月]

発行：秋田海上保安部
〒011-0945 秋田市土崎港西1-7-35

TEL 018-845-1621
FAX 018-846-0095

秋田海上保安部ホームページ→

※本紙は海上保安協会秋田県支部のご協力により作成しています秋田海上保安部イメージキャラクター “あき助”

海の「事件・事故」は１１８番！！
海上保安庁では、海における事件・事故の緊急通報用電話番号『１１８番』を運用
しており、毎年１月１８日を「１１８番の日」と定め、全国でＰＲ活動を行っており
ます。今年実施したＰＲ活動の様子を紹介させていただきます！

こ ん な 時 は １ １ ８ 番 通 報

・不審な船を発見した
・海での事故（海中転落など）に遭遇または目撃した
・海へ油が排出されているのを発見した
・密輸、密航の疑いがある情報を得た など

秋田海上保安部では、「１１８番」の重要性や正しい利用
方法を多くの方に知って頂くために、令和７年１月１７日に
イオンモール秋田でＰＲ活動や、巡視船による電光掲示板で
の呼びかけを実施しました。
海上保安庁「１１８番」皆さんも是非覚えてください！！

海上保安庁マスコットキャラクター「うーみん」ちゃん



東北６県秋田県

１４件１件１２月

３０８件２８件累計

海上保安庁 職員募集！
採用試験情報は海上保安庁ホームページ

（二次元コード）をご確認ください。

令和６年の秋田県における海難発生状況

～自船の安全確保３箇条～
１．発航前、機関や燃料等の点検の実施
２．航行時、常時見張りの徹底
３．故障時に備え、救助支援者の確保
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海中転落事故の推移

◎釣りをする時に注意する６つの事項
１.ライフジャケットを正しく常時着用
２.事前に天気予報を確認し、天気の悪い日や波の高い日は無理して釣りへ
行かない（釣りをしない）

３.１人で行動するのではなく、家族や仲間と一緒に行動し、帰宅時間などは
予め周りの者に伝えておく

４.波をかぶり危険な場所や立入禁止場所へは立ち入らない
５.事故にあった場合を想定し、連絡手段となる携帯電話等は常に携行する
６.事故にあった時は、海上保安庁緊急通報ダイヤル１１８番へ通報

死者・行方不明者
生存

船舶事故： ９隻（令和５年：１２隻）
うち死者・行方不明者： ０人（令和５年：１人）

人身事故：２４人（令和５年：１７人）
うち死者・行方不明者：１２人（令和５年：１２人）

船舶事故は、乗船中の見張り不十分に
よる消波ブロック等への乗揚げ事故と
いった人為的要因によるものが依然とし
て多い状況です。
秋田海上保安部では、各漁協や小型船
舶更新講習会等に併せ、船舶運航者に対
し、左記「自船の安全確保３箇条」を指
導しています。

人身事故は、過去５年で最多とな
りました。
なかでも、海中転落事故は毎年発

生しており、それも釣り中が多い状
況です。 昨年は、転落事故６人のう
ち３人が釣り中によるもので、うち
２人が死亡しています。
釣りをする上での注意事項として

次の６つを釣り人等に対し、周知・
啓発しています。


